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「
児
童
厚
生
施
設
及
び
放
課

後
児
童
ク
ラ
ブ
に
関
す
る

専
門
委
員
会
」
開
催

　
二
〇
二
五
年
一
一
月
二
七
日
、
こ
ど
も

家
庭
庁
こ
ど
も
家
庭
審
議
会
こ
ど
も
の
居

場
所
部
会
「
児
童
厚
生
施
設
及
び
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
に
関
す
る
専
門
委
員
会
（
第

五
回
）」（
以
下
、
専
門
委
員
会
。
座
長
・

大
竹
智
立
正
大
学
社
会
福
祉
学
部
教
授
）

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
（
会
議
資
料
は
こ
ど

も
家
庭
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ

て
い
ま
す
）。

　
第
五
回
専
門
委
員
会
の
主
な
議
事
は

「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
諸
課
題
へ
の
対

応
に
つ
い
て
」
で
し
た
。
専
門
委
員
会
に

向
け
て
提
起
さ
れ
た
内
容
を
要
約
し
て
紹

介
し
ま
す
。

　「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
『
事
業
の
質

と
職
員
の
確
保
』
へ
の
対
応
に
つ
い
て
」

と
し
て
、
つ
ぎ
の
項
目
・
論
点
が
示
さ
れ

ま
し
た
。

１
．
放
課
後
児
童
支
援
員
等
研
修
等
の
あ

り
方
に
つ
い
て

論
点
（
１
）
放
課
後
児
童
支
援
員
認
定

資
格
研
修

論
点
（
２
）
放
課
後
児
童
支
援
員
等
資

質
向
上
研
修

論
点
（
３
）
子
育
て
支
援
員
研
修　

専

門
研
修
「
放
課
後
児
童
コ
ー
ス
」

２
．
放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
の
基

準
の
あ
り
方
に
つ
い
て

論
点
（
４
）
基
礎
資
格
を
拡
充
す
る
こ

と
に
つ
い
て

論
点
（
５
）
基
礎
資
格
取
得
見
込
み
者

（
大
学
四
年
生
等
）
の
扱
い
に
つ
い
て

＊
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
＊

　
資
料
に
は
、
放
課
後
児
童
支
援
員
の
資

格
を
付
与
す
る
た
め
の
研
修
、
資
質
向
上

の
た
め
の
研
修
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
考
え

が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　「
制
度
化
さ
れ
て
か
ら
一
〇
年
以
上
が

経
過
し
、
形
骸
化
し
て
い
る
と
の
指
摘
が

あ
る
中
で
、
質
を
担
保
す
る
方
策
を
検
討

す
べ
き
で
は
な
い
か
」

　「
昨
今
の
社
会
環
境
等
を
踏
ま
え
る
と
、

追
加
削
減
す
る
科
目
は
あ
る
か
」

　「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
従
事
す
る
者

の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
に
つ
な
が
る
よ
う
資
質

向
上
研
修
の
研
修
体
系
の
よ
う
な
も
の
が

必
要
で
は
な
い
か
」

　「
現
認
者
が
繰
り
返
し
、
研
鑽
を
積
む

機
会
と
す
る
観
点
か
ら
、
国
と
し
て
統
一

の
科
目
・
受
講
時
間
等
を
設
定
す
る
べ
き

か
」

　
ま
た
、人
手
不
足
が
深
刻
で
あ
る
こ
と
、

早
期
退
職
者
が
多
い
こ
と
の
抜
本
的
な
解

決
策
で
は
な
い
、「
職
員
の
確
保
」
に
主

眼
が
置
か
れ
た
考
え
も
示
さ
れ
て
い
ま

す
。

　「
受
講
者
、
主
催
者
の
負
担
を
考
慮
し

た
制
度
内
容
と
す
る
た
め
、
例
え
ば
一
部

科
目
に
つ
い
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
受
講
を

促
す
等
の
工
夫
を
示
す
こ
と
と
し
て
は
ど

う
か
」

　「（
勤
続
五
年
の
者
が
受
講
対
象
と
な
っ

て
い
る
と
こ
ろ
）、
例
え
ば
『
勤
続
三
年
』

の
者
も
受
講
対
象
と
す
る
な
ど
対
象
を
広

げ
て
は
ど
う
か
」

　「
基
礎
資
格
に
つ
い
て
『
大
学
・
大
学

院
卒
業
者
に
お
い
て
、
一
定
の
従
事
経
験

を
も
つ
者
』を
追
加
し
た
い
と
考
え
る
が
、

適
当
な
条
件
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
考

え
ら
れ
る
か
」

　「
基
礎
資
格
要
件
と
類
似
で
あ
り
、
か

つ
、
同
等
以
上
の
資
格
を
新
た
に
基
礎
資

格
に
追
加
す
る
こ
と
と
し
て
は
ど
う
か
」

　
第
六
回
専
門
委
員
会
は
、
二
〇
二
六
年

一
月
頃
に
開
催
さ
れ
、
こ
の
議
事
に
つ
い

て
ひ
き
つ
づ
き
検
討
す
る
予
定
と
の
こ
と

で
す
。

「
こ
ど
も
性
暴
力
防
止
法
施

行
準
備
検
討
会
」
検
討
つ

づ
く

　
こ
ど
も
家
庭
庁
は
二
〇
二
五
年
四
月
か

ら
、「
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保

育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等

の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法

律
」（
通
称
「
こ
ど
も
性
暴
力
防
止
法
」）

の
下
位
法
令
に
あ
た
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

（
施
行
期
日
は
二
〇
二
六
年
一
二
月
二
五

日
）
を
策
定
す
る
た
め
に
、「
こ
ど
も
性
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暴
力
防
止
法
施
行
準
備
検
討
会
」（
以
下
、

検
討
会
）
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
会
議
に
は
全
国
学
童
保
育
連
絡
協

議
会
（
以
下
、
全
国
連
協
）
も
オ
ブ
ザ
ー

バ
ー
と
し
て
参
加
し
、
二
〇
二
五
年
七
月

に
は
ヒ
ア
リ
ン
グ
も
受
け
ま
し
た
（
本
誌

二
〇
二
五
年
九
月
号
、
一
二
月
号
「
協
議

会
だ
よ
り
」
参
照
）。

　
二
〇
二
五
年
九
月
に
示
さ
れ
た
「
中
間

と
り
ま
と
め
」
を
制
度
の
骨
格
と
し
て
、

現
在
、
検
討
が
つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
は

以
下
の
項
目
に
つ
い
て
で
す
。［
制
度
対

象
］［
認
定
等
］［
安
全
確
保
措
置
①
（
早

期
把
握
、
相
談
、
調
査
、
保
護
・
支
援
、

研
修
）］［
安
全
確
保
措
置
②
（
犯
罪
事
実

確
認
）］［
安
全
確
保
措
置
③（
防
止
措
置
）］

［
情
報
管
理
措
置
］［
監
督
等
］［
そ
の
他
］。

　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
年
内
に
作
成
さ
れ
る

予
定
と
の
こ
と
で
す
。

「
総
合
経
済
対
策
」
閣
議
決
定
　

「
放
課
後
の
こ
ど
も
の
居
場
所
」

拡
大
モ
デ
ル
事
業
を
創
設

　
二
〇
二
五
年
一
一
月
二
一
日
に
閣
議

決
定
さ
れ
た
総
合
経
済
対
策
に
、「『
放

課
後
の
こ
ど
も
の
居
場
所
』
を
拡
大
す

る
モ
デ
ル
事
業
を
創
設
」
す
る
こ
と
が

示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
モ
デ
ル
事
業

に
つ
い
て
、
現
時
点
で
こ
ど
も
家
庭
庁

か
ら
説
明
さ
れ
た
の
は
、
つ
ぎ
の
二
点

で
す
。

◇	「
放
課
後
の
こ
ど
も
の
居
場
所
」
の
充

実
は
、「
こ
ど
も
に
と
っ
て
も
（
安
全
・

安
心
な
育
ち
）」「
子
育
て
家
庭
に
と
っ

て
も
（
両
立
支
援
・
育
児
負
担
の
軽

減
）」
重
要
で
あ
り
、
喫
緊
の
課
題
。

◇	

国
が
、
企
業
、
市
町
村
等
に
賃
借
料

や
人
件
費
等
を
補
助
し
、
企
業
等
に

よ
る
放
課
後
の
小
学
生
の
安
心
・
安

全
な
預
か
り
を
拡
大
。

　「
待
機
児
童
対
策
の
一
層
の
強
化
と

放
課
後
の
児
童
の
居
場
所
確
保
」
に
集

中
的
に
取
り
組
む
と
い
う
国
の
姿
勢
は
、

二
〇
二
四
年
一
二
月
に
発
出
さ
れ
た
「
放

課
後
児
童
対
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
二
〇
二
五
」

で
も
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
こ
の
間
、報
道
な
ど
で
は
虐
待
や
貧
困
、

不
登
校
、
子
ど
も
の
自
殺
な
ど
緊
急
度
の

高
い
課
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
状
況
が
「
こ
ど
も
の
居
場
所
づ

く
り
」
が
求
め
ら
れ
る
背
景
と
な
っ
て
い

る
こ
と
は
、
二
〇
二
三
年
一
二
月
に
「
こ

ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
に
関
す
る
指
針
」

が
策
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
ま

す
。

　
し
か
し
、
学
童
保
育
の
役
割
は
、
保

護
者
が
労
働
等
の
理
由
に
よ
り
昼
間
、

家
庭
に
い
な
い
小
学
生
の
「
生
活
の
場
」

で
す
。
居
場
所
づ
く
り
事
業
は
、
学
童

保
育
の
代
替
に
は
な
り
得
ま
せ
ん
。
私

た
ち
は
、
居
場
所
づ
く
り
事
業
が
推
進

さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
学
童
保
育
を
拡

充
す
る
こ
と
の
優
先
度
が
下
が
っ
て
し

ま
う
こ
と
を
危
惧
し
て
い
ま
す
。

　
二
〇
二
二
年
、
二
〇
二
三
年
の
予
算

の
執
行
状
況
を
見
る
と
、
国
が
放
課
後

児
童
健
全
育
成
事
業
の
運
営
費
や
施
設

整
備
費
等
の
予
算
を
確
保
し
て
い
て
も
、

自
治
体
が
少
子
化
と
人
口
減
少
、
自
治
体

の
財
政
難
、
公
共
施
設
の
再
編
の
動
き

が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
交
付
申
請
せ
ず

に
予
算
が
執
行
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
施

設
整
備
や
質
の
向
上
に
消
極
的
に
な
っ

て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

　
ま
た
、
喫
緊
の
課
題
の
「
放
課
後
児

童
支
援
員
の
人
材
確
保
」
の
解
決
策
を
、

「
資
格
の
取
得
方
法
を
容
易
化
す
る
」
方

向
に
求
め
る
自
治
体
も
出
て
き
て
い
ま

す
。
こ
れ
で
は
保
育
の
質
の
確
保
そ
の

も
の
が
困
難
に
な
り
ま
す
し
、
子
ど
も

の
命
と
安
全
を
守
る
と
い
う
学
童
保
育

の
役
割
を
揺
る
が
し
か
ね
ま
せ
ん
。

　
今
回
、
示
さ
れ
た
モ
デ
ル
事
業
は
、
全

国
連
協
が
要
望
し
つ
づ
け
て
き
た
、「
待

機
児
童
の
解
消
は
、
学
童
保
育
を
必
要
と

す
る
地
域
に
学
童
保
育
を
つ
く
り
、
増
や

し
て
い
く
ほ
か
な
い
」「
有
資
格
者
の
指

導
員
が
就
労
継
続
で
き
る
よ
う
に
す
る
た

め
に
制
度
の
拡
充
と
、
指
導
員
の
育
成
・

定
着
に
向
け
た
方
策
と
し
て
処
遇
改
善
を

進
め
て
ほ
し
い
」「
学
童
保
育
を
児
童
福

祉
法
上
の
児
童
福
祉
事
業
（
第
六
条
）
か

ら
、
児
童
福
祉
施
設
（
第
七
条
）
に
位
置

づ
け
て
ほ
し
い
」
と
い
う
こ
と
と
は
相
反

す
る
動
き
で
す
。

　
今
後
も
、
今
回
の
モ
デ
ル
事
業
の
動
向

を
注
視
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
全
国
連

協
で
は
ひ
き
つ
づ
き
情
報
収
集
を
行
い
、

随
時
お
知
ら
せ
し
ま
す
。


